
1

つ る 舞 う 形 の 群 馬 県 ／ 上 毛 か る た県 紋 章

令和元年１２月６日（金） 第９７５６号

目 次■

ページ

規 則

○群馬県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則（障害政策課） ２

○群馬県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則

（同） ２

告 示

○過疎地域自立促進特別措置法の規定による市町村道整備事業の実施（道路管理課） ４

公 告

○特定非営利活動法人の定款変更に係る認証申請（県民生活課） ４

○農用地土壌汚染対策地域の指定の一部解除（技術支援課） ４

○都市計画工業団地造成事業の決定に係る縦覧（都市計画課） ５

○都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に係る縦覧（同） ５

○同 ６

○同 ６

○都市計画区域区分の変更に係る縦覧（同） ６

○同 ７

○同 ７

○同 ７

○同 ８

○同 ８

○同 ８

○都市計画道路の変更に係る縦覧（同） ９

公安委員会規則

○群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則（交通企画課） ９

第９７５６号令和元年１２月６日（金） 群 馬 県 報



2

規

則

■群
馬
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
二
十
九
号

群
馬
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

群
馬
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
三
年
群
馬
県
規

則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
十
四
号
中
「

」
を
削
る
。

明
・
大

・
昭

・
平

「

（

）

生
年

月
日

和
暦

別
記
様
式
第
十
八
号
中
「

」
を

に
改
め
、
同
様
式
注
に
次
の

個
人

番
号

（

）
」

個
人
番

号
注

３

よ
う
に
加
え
る
。

３
本

人
が

再
交

付
申

請
を

す
る

際
に

次
の

又
は

の
書

類
を

掲
示

す
る

こ
と

に
よ

(
1
)

(
2
)

、

り
本

人
確

認
を

行
つ

た
場

合
に

は
個

人
番

号
の

記
載

を
省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
、

、
。

以
下

の
書

類
の
う

ち
１

つ
以
上

(
1
)ア

個
人

番
号

カ
ド

運
転

免
許

証
運

転
経

歴
証

明
書

旅
券

身
体

障
害

者
手

ー
、

、
、

、

帳
精

神
障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
療

育
手

帳
在

留
カ

ド
又

は
特

別
永

住
者

証
明

、
、

、
ー

書

イ
官

公
署
か

ら
発

行
・

発
給

さ
れ

た
書

類
そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
書

類
で
あ

つ
て

写
、

真
の

表
示

等
の

措
置

が
施
さ

れ
群

馬
県

知
事
が

適
当

と
認
め

る
も

の
、

以
下

の
書
類

の
う

ち
２

つ
以

上
(
2
)ア

医
療
保

険
被

保
険

者
証

等
介

護
保

険
被

保
険

者
証

国
民

年
金

手
帳

児
童

扶
養

、
、

、

手
当

証
書
又

は
特

別
児

童
扶

養
手

当
証

書

イ
官

公
署

か
ら

発
行

・
発

給
さ

れ
た

書
類
そ

の
他

こ
れ

に
類

す
る

書
類
で

あ
つ

て
群

、

馬
県

知
事
が

適
当

と
認

め
る

も
の

別
記
様
式
第
十
九
号
中
「

」
を
削
る
。

平
成

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者

福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ

れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉

に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

群
馬
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
六
日

群
馬
県
知
事

山

本

一

太

群
馬
県
規
則
第
三
十
号

群
馬
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

群
馬
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
平

成
十
八
年
群
馬
県
規
則
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
四
号
中

「

精
神

障
害

者
保

健

を

身
体

障
害
者

手
帳

番
号

福
祉

手
帳

番
号

」

「

精
神

障
害
者

保
健

に

福
祉

手
帳

番
号

」

改
め
る
。

様
式
第
八
号
中

「

「

〒
電
話

を

に

住
所

住
所

」

」

改
め
る
。

「

「

受
診

者
住

所
受

診
者

住
所

様
式
第
九
号
中

を

に
、

個
人

番
号

個
人

番
号

※
１

」

」

「
（

）

受
診

者
が
１

８
歳

未
満

の
場

合

「
（

）
」
を

に
、

受
診

者
が

１
８

歳
未

満
の

場
合

」

※
２

「

「

〒
電

話

を

に

住
所

住
所

」

」

「

を

群
馬

県
知

事
あ

て

」

「

群
馬

県
知

事
あ

て
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※

１
本
人

が
再

交
付

申
請

を
す

る
際

に
次

の
又

は
の

書
類

を
掲
示

す
る

こ
と
に

(
1
)

(
2
)

、

よ
り

本
人

確
認

を
行

っ
た

場
合

に
は

個
人

番
号

の
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
、

、

ま
す
。以

下
の

書
類

の
う

ち
１
つ

以
上

(
1
)ア

個
人
番

号
カ

ド
運

転
免

許
証

運
転

経
歴

証
明
書

旅
券

身
体

障
害

者
ー

、
、

、
、

手
帳

精
神

障
害

者
保
健

福
祉

手
帳

療
育

手
帳

在
留
カ

ド
又

は
特
別

永
住

、
、

、
ー

に

者
証

明
書

イ
官

公
署

か
ら

発
行

・
発

給
さ

れ
た

書
類

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
書

類
で

あ
っ

て
写
真

の
表

示
等

の
措

置
が

施
さ

れ
群

馬
県

知
事
が

適
当

と
認

め
る

も
の

、
、

以
下

の
書

類
の

う
ち
２

つ
以

上
(
2
)ア

医
療

保
険

被
保
険

者
証

等
介
護

保
険

被
保

険
者
証

国
民

年
金
手

帳
児

童
、

、
、

扶
養
手

当
証

書
又

は
特

別
児

童
扶

養
手
当

証
書

イ
官

公
署

か
ら

発
行

・
発

給
さ

れ
た

書
類

そ
の

他
こ

れ
に

類
す

る
書

類
で

あ
っ

て
群

馬
県

知
事

が
適

当
と

認
め
る

も
の

、

※
２

申
請

を
障
害

児
の

保
護

者
が

行
う

場
合

保
護

者
に

つ
い

て
上

記
の

書
類

を
掲

示
し

、

本
人
確

認
を

行
っ
た

場
合

に
は

保
護

者
及

び
障

害
児

両
方

の
個

人
番

号
の

記
載

を
省

、

」

略
す

る
こ

と
が

で
き

ま
す
。

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
群
馬
県
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社

会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
以
下
「
改
正
前
の
規
則
」
と
い
う
。
）

の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
等
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
群
馬
県
障
害
者
の

日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ

れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙
は
、
当
分

の
間
、
適
宜
補
正
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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告 示■

◎群馬県告示第２２４号

過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第１４条第１項の規定により、市町村道の整備事業を

次のとおり行う。

令和元年１２月６日

群馬県知事 山 本 一 太

路線名 工事区間 工事の種類 工事の開始

大上線 甘楽郡南牧村大字熊倉字向山７１９－５地先か 道路改築 令和元年１２月６日
ら同郡同村大字同字貝掛７５４－２地先まで （道路改良）

甘楽郡南牧村大字熊倉字大上８８３－３地先か
ら同郡同村大字同字同８９６－５地先まで

公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活文化スポーツ部県

民生活課において縦覧に供する。

令和元年１２月６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 申請のあった年月日 令和元年１１月２０日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人三和会

３ 代表者の氏名 三俣和哉

４ 主たる事務所の所在地 前橋市住吉町二丁目６番１１号

５ 定款に記載された目的 この法人は、高齢者及び障害者に対して、住み慣れた地域の中で安心して生活できる

よう福祉に関する事業を行い、地域福祉に寄与することを目的とする。

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和４５年法律第１３９号）第３条第１項の規定により昭和４７年５

月８日に指定した渡良瀬川流域農用地土壌汚染対策地域について、同法第４条第１項の規定により令和元年１２月

３日、次のとおり指定地域の一部を解除した。

令和元年１２月６日

群馬県知事 山 本 一 太

指定市町村名 指定の解除をする区域

桐生市 桐生市の区域のうち、次に掲げる区域
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１ 赤岩用水地区 第１図の桃色に着色した部分（新宿三丁目、境野四丁目、境野六丁目
及び境野七丁目の一部）

太田市 太田市の区域のうち、次に掲げる区域
１ 新田堀用水中流地区 第２図の桃色に着色した部分（吉沢町の一部）
２ 休泊堀用水中流地区 第３図の桃色に着色した部分（只上町の一部）
３ 休泊堀用水下流地区 第４図の桃色に着色した部分（上小林町、台之郷町及び東金井
町の一部）

４ 韮川用水地区 第５図の桃色に着色した部分（植木野町の一部）

なお、関係図は省略し、群馬県農政部技術支援課及び群馬県東部農業事務所に備え置いて縦覧に供する。

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１８条第１項の規定により、玉村都市計画工業団地造成事業を決定

したいので、同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和元年１２月６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 玉村都市計画工業団地造成事業 高崎玉村スマートIC北地区

２ 都市計画を定める土地の区域 玉村町大字上新田及び板井の各一部

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県伊勢崎土木事務所及び玉村町都市建設課

４ 縦覧期間 令和元年１２月６日から同月２０日まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条

第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和元年１２月６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 前橋都市計画、前橋勢多都市計画、富士見都市計画、高崎都市計画、榛名都市計画、

箕郷都市計画、吉井都市計画、伊勢崎都市計画、赤堀都市計画、東都市計画、藤岡都市計画、鬼石都市計画、玉

村都市計画、渋川都市計画、富岡都市計画、安中都市計画、榛東都市計画、吉岡都市計画、下仁田都市計画及び

甘楽都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（県央広域都市計画圏都市計画区域マスタープラン）

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 縦覧に供する図書に明示する部分

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県前橋土木事務所、群馬県渋川土木事務所、群

馬県伊勢崎土木事務所、群馬県高崎土木事務所、群馬県安中土木事務所、群馬県藤岡土木事務所、群馬県富岡土

木事務所、前橋市都市計画部都市計画課、高崎市都市整備部都市計画課、伊勢崎市都市計画部都市計画課、渋川

市建設部都市計画課、藤岡市都市建設部都市計画課、富岡市建設水道部都市計画課、安中市建設部都市整備課、

榛東村建設課、吉岡町産業建設課、下仁田町建設水道課、甘楽町建設課及び玉村町都市建設課

４ 縦覧期間 令和元年１２月６日（金）から同月２０日（金）まで
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都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条

第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和元年１２月６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 中之条都市計画、長野原都市計画、草津都市計画及び吾妻都市計画 都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針（吾妻広域都市計画圏都市計画区域マスタープラン）

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 縦覧に供する図書に明示する部分

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県中之条土木事務所、中之条町建設課、長野原

町建設課、草津町愛町部企画創造課及び東吾妻町建設課

４ 縦覧期間 令和元年１２月６日（金）から同月２０日（金）まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条

第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和元年１２月６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 沼田都市計画及びみなかみ都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（利根沼田広域都市計画圏都市計画区域マスタープラン）

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 縦覧に供する図書に明示する部分

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県沼田土木事務所、沼田市都市建設部都市計画

課及びみなかみ町地域整備課

４ 縦覧期間 令和元年１２月６日（金）から同月２０日（金）まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条

第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和元年１２月６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 桐生都市計画、新里都市計画、太田都市計画、藪塚都市計画、館林都市計画及びみ

どり都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（東毛広域都市計画圏都市計画区域マスタープラン）
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２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 縦覧に供する図書に明示する部分

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県太田土木事務所、群馬県桐生土木事務所、群

馬県館林土木事務所、桐生市都市整備部都市計画課、太田市都市政策部都市計画課、館林市都市建設部都市計画

課、みどり市都市建設部都市計画課、板倉町都市建設課、明和町都市建設課、千代田町都市整備課、大泉町都市

建設部都市整備課及び邑楽町都市建設課

４ 縦覧期間 令和元年１２月６日（金）から同月２０日（金）まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

前橋都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和元年１２月６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類 前橋都市計画区域区分

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 前橋都市計画区域全域

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県前橋土木事務所及び前橋市都市計画部都市計

画課

４ 縦覧期間 令和元年１２月６日から同月２０日まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

高崎都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和元年１２月６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類 高崎都市計画区域区分

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 高崎都市計画区域全域

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県高崎土木事務所及び高崎市都市整備部都市計

画課

４ 縦覧期間 令和元年１２月６日から同月２０日まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

桐生都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。
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なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和元年１２月６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類 桐生都市計画区域区分

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 桐生都市計画区域全域

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県桐生土木事務所及び桐生市都市整備部都市計

画課

４ 縦覧期間 令和元年１２月６日から同月２０日まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

伊勢崎都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定によ

り、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和元年１２月６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類 伊勢崎都市計画区域区分

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 伊勢崎都市計画区域全域

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県伊勢崎土木事務所及び伊勢崎市都市計画部都

市計画課

４ 縦覧期間 令和元年１２月６日から同月２０日まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

藤岡都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和元年１２月６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類 藤岡都市計画区域区分

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 藤岡都市計画区域全域

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県藤岡土木事務所及び藤岡市都市建設部都市計

画課

４ 縦覧期間 令和元年１２月６日から同月２０日まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

第９７５６号令和元年１２月６日（金） 群 馬 県 報
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玉村都市計画区域区分を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、

次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和元年１２月６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類 玉村都市計画区域区分

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 玉村都市計画区域全域

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県伊勢崎土木事務所及び玉村町都市建設課

４ 縦覧期間 令和元年１２月６日から同月２０日まで

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

桐生都市計画道路を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項の規定により、次

のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。

なお、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに群馬県に意見書を提出することができる。

令和元年１２月６日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 都市計画の種類及び名称 桐生都市計画道路 ３・６・３５号 新桐生南線

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 桐生市広沢町地内

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県桐生土木事務所及び桐生市都市整備部都市計

画課

４ 縦覧期間 令和元年１２月６日から同月２０日まで

公安委員会規則■

群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和元年１２月６日

群馬県公安委員会委員長 金 子 正 元

群馬県公安委員会規則第６号

群馬県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

群馬県道路交通法施行細則（昭和５４年群馬県公安委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

第２５条第１号中「、運転操作の妨げとなるような服装を避けるとともに」を削る。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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